
福山市慢性腎臓病（ＣＫＤ）予防対策事業の流れ

福山市国民健康保険特定健診受診（健診実施機関）

結果返し（健診実施機関）

eGFR60（mL/min/1.73m2）未満
ｏｒ

検尿異常（尿蛋白１＋以上）

※以下、保険診療

一次医療機関（かかりつけ医）受診
※患者に自己負担金が発生することを伝えた上で医師の判断に応じて検査を実施

●健診後、検尿再検

●尿沈渣顕微鏡検査

●尿蛋白クレアチニン比の測定 などを実施する。

※糖尿病、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症、肥満、喫煙及び貧血などのＣＫＤ悪化因子を把握し、
治療と是正に努める。

〔二次医療機関（担当医）紹介基準〕
以下のいずれかに該当するＣＫＤ

１）eGFR50mL/min/1.73m2未満
（ただし、70歳以上はeGFR40mL/min/1.73m2未満）

２）尿蛋白２＋以上

３）尿蛋白と血尿がともに陽性（1＋以上）

４）尿蛋白クレアチニン比が0.5ｇ/ｇクレアチニン以上

５）その他医師が必要と判断した場合

尿中蛋白濃度と尿中クレアチニン濃度を測定し、
尿蛋白/尿クレアチニン比で評価するもの。

※二次医療機関に紹介する必要のない場合に

ついては、一次医療機関から

連絡票様式2-2、2-3を福山市に送付する。

二次医療機関受診

（担当医）
●精査と治療 ※患者自己負担

併診

※二次医療機関受診歴のある者については、

対象者の状況に応じる。


